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第 1 回新株予約権の取得及び消却に関するお知らせ 

 

平成 18 年 11 月 16 日開催の当社取締役会において、当社が発行した株式会社タチエス第１回

新株予約権（以下「本新株予約権」という。）について、残存するその全てを取得し消却するこ

とを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

1. 取得及び消却の理由 

 当社は、将来の投融資等に対する資金需要の発生に備え、その資金調達の機動性を確保する目

的で、新光証券株式会社を割当先として、平成 18 年 4 月 26 日に本新株予約権を発行いたしまし

た。 

 本新株予約権には、スムーズに株式への転換を進めるため、行使価額の修正条項が付されてお

りますが、現在の株価水準は、本新株予約権の発行を決議した当時に当社が想定していた水準と

は大きく乖離しており、このような状況のもとで株式への転換を進めることは、行使価額の修正

による潜在株式の増大、過大な希薄化を招くこととなるため、会社法第 275 条に基づきこれを取

得し、同法第 276 条に基づき自己新株予約権を消却いたします。 

 

2. 取得及び消却の概要 

(1) 取得及び消却する新株予約権の銘柄 

   株式会社タチエス第１回新株予約権 

(2) 取得及び消却する新株予約権の数 

   取得日における未行使新株予約権の全て（250 個） 

(3) 取得価額 

   本新株予約権 1個当たり 40,000 円（総額 10,000,000 円） 

 

3.取得日及び消却日 

 平成 18 年 12 月 20 日 

 

4.業績に与える影響 

 当社の投資計画、利益計画に与える影響は軽微であります。 
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【ご参考】株式会社タチエス第 1回新株予約権の概要 

 

1.発行した新株予約権の総数 250 個 

2.本新株予約権の発行価額 本新株予約権１個当たり 40,000 円 

3.予約権の発行総額 10,000,000 円 

4.行使済みの新株予約権の数 0 個 

 

 

以 上 


